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(57)【要約】
【課題】冬季の積雪時にも発電を継続することが可能な
太陽光発電パネル、融雪装置および太陽光発電パネルの
制御方法を提供する。
【解決手段】光入射面に照射された光を電力に変換する
光発電モジュール（１５）と、電気エネルギーを熱エネ
ルギーに変換する加熱モジュール（１３）を備え、加熱
モジュール（１３）は光発電モジュール（１５）の光入
射面とは反対側に配置されている太陽光発電パネル（１
０）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光入射面に照射された光を電力に変換する光発電モジュールと、
　電気エネルギーを熱エネルギーに変換する加熱モジュールを備え、
　前記加熱モジュールは、前記光発電モジュールの前記光入射面とは反対側に配置されて
いることを特徴とする太陽光発電パネル。
【請求項２】
　請求項１に記載の太陽光発電パネルであって、
　前記光発電モジュールの温度Ｔに基づいて前記加熱モジュールを制御する加熱制御部を
備えることを特徴とする太陽光発電パネル。
【請求項３】
　請求項２に記載の太陽光発電パネルであって、
　前記加熱制御部は、前記温度Ｔが２０℃未満で前記加熱モジュールによる加熱を開始し
、
３０℃以上で前記加熱モジュールによる加熱を停止することを特徴とする太陽光発電パネ
ル。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一つに記載の太陽光発電パネルであって、
　前記加熱モジュールの前記光発電モジュールとは反対側に、断熱材層が設けられている
ことを特徴とする太陽光発電パネル。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一つに記載の太陽光発電パネルであって、
　前記光を透過し、一面に前記光発電モジュールが貼り付けられる透光性支持部材と、
　前記透光性支持部材の他面上に形成され、前記光を透過する表面被覆層を備え、
　前記表面被覆層は、前記光を散乱する微粒子が少なくとも表面に露出していることを特
徴とする太陽光発電パネル。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一つに記載の太陽光発電パネルであって、
　前記光発電モジュールは、アモルファスシリコンからなる発電セルを有していることを
特徴とする太陽光発電パネル。
【請求項７】
　請求項１から６の何れか一つに記載の太陽光発電パネルであって、
　前記光発電モジュールで発電した電力を二次電池に供給して充電し、
　前記加熱モジュールは、前記二次電池から供給される電流で駆動されることを特徴とす
る太陽光発電パネル。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか一つに記載の太陽光発電パネルを用いることを特徴とする融雪
装置。
【請求項９】
　光発電モジュールで光入射面に照射された光を電力に変換し、
前記光発電モジュールの前記光入射面とは反対側に配置された加熱モジュールで電気エネ
ルギーを熱エネルギーに変換して、
前記光発電モジュールの温度Ｔに基づいて加熱モジュールを制御することを特徴とする太
陽光発電パネルの制御方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電パネル、融雪装置および太陽光発電パネルの制御方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年になって、火力発電や原子力発電とは異なり再生可能エネルギーを用いた発電が重
要視されるようになってきた。再生可能エネルギーの中でも、太陽光発電はソーラーパネ
ルの大量生産が可能であり、太陽光が照射され得る地上の至る所で発電可能なために有望
視されている。また、世界各国の政府による導入政策も実施され、大規模な太陽光発電施
設も運用されて総発電量も増加し、長期間の運用にも耐えうる実績を上げている。
【０００３】
　電力を売却することを目的とした太陽光発電施設は、広い面積に大量のソーラーパネル
を設置する必要があるため、山林や空き地などの広大な敷地を確保する必要がある。一方
、小規模な発電設備であっても、ある一定以上の日照面積を確保する必要があるため、住
宅やビルの屋上に設置されることが多い。しかし建築物の向きや形状などの状況によって
は、屋上にソーラーパネルを設置することが困難なことや、必要な発電量が得られない場
合もある。
【０００４】
　そこで、設置面積を確保するために、道路の路面上にソーラーパネルを配置することも
提案されている。例えば特許文献１には、内部に空洞を設け内部に太陽電池を弾性体で保
持した道路敷設用タイルが記載されている。また特許文献２には、可撓性基板の表面に可
撓性を有する太陽電池セルを貼りつけて太陽電池モジュールを構成し、路面上に接着剤で
太陽電池モジュールを貼り付けることが記載されている。しかし特許文献１，２の従来技
術では、耐荷重性能や大面積化、長期信頼性に課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１１８２７９号公報
【特許文献２】特開２０１３－０３８２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　また、太陽光発電パネルを用いた発電では、路面での発電に限らず発電量が天候に左右
されやすく、特に積雪時には太陽光発電パネルの表面が雪で覆われて発電が不可能になる
という問題があった。特に、太陽光発電パネルを屋根や山間部などに設置している場合に
は、太陽光発電パネル上に積もった雪を除去する作業は困難であるため、実質的に冬季の
発電継続が保証されないことになる。
【０００７】
　また、路面上に太陽光発電パネルを敷設した場合にも、同様に発電の継続が困難になる
うえに、車両や歩行者が通行するために除雪作業を行う際に、太陽光発電パネルの表面を
除雪器具によって損傷するリスクが高くなるという問題もあった。
【０００８】
　そこで本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、冬季の積雪時にも発電
を継続することが可能な太陽光発電パネル、融雪装置および太陽光発電パネルの制御方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の太陽光発電パネルは、光入射面に照射された光を
電力に変換する光発電モジュールと、電気エネルギーを熱エネルギーに変換する加熱モジ
ュールを備え、前記加熱モジュールは、前記光発電モジュールの前記光入射面とは反対側
に配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　このような本発明の太陽光発電パネルでは、太陽光発電パネルの表面温度が氷点下にな
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らないように加熱モジュールで加熱を行い、表面に付着した雪を溶かすことができるため
、冬季の積雪時にも発電を継続することが可能となる。
【００１１】
　また本発明の一態様では、前記光発電モジュールの温度Ｔに基づいて前記加熱モジュー
ルを制御する加熱制御部を備える。
【００１２】
　また本発明の一態様では、前記加熱制御部は、前記温度Ｔが２０℃未満で前記加熱モジ
ュールによる加熱を開始し、３０℃以上で前記加熱モジュールによる加熱を停止する。
【００１３】
　また本発明の一態様では、前記加熱モジュールの前記光発電モジュールとは反対側に、
断熱材層が設けられている。
【００１４】
　また本発明の一態様では、前記光を透過し、一面に前記光発電モジュールが貼り付けら
れる透光性支持部材と、前記透光性支持部材の他面上に形成され、前記光を透過する表面
被覆層を備え、前記表面被覆層は、前記光を散乱する微粒子が少なくとも表面に露出して
いる。
【００１５】
　また本発明の一態様では、前記光発電モジュールは、アモルファスシリコンからなる発
電セルを有している。
【００１６】
　また本発明の一態様では、前記光発電モジュールで発電した電力を二次電池に供給して
充電し、前記加熱モジュールは、前記二次電池から供給される電流で駆動される。
【００１７】
　また本発明の融雪装置は、上記何れか一つの太陽光発電パネルを用いることを特徴とす
る。
【００１８】
　また本発明の太陽光発電パネルの制御方法は、光発電モジュールで光入射面に照射され
た光を電力に変換し、前記光発電モジュールの前記光入射面とは反対側に配置された加熱
モジュールで電気エネルギーを熱エネルギーに変換して、前記光発電モジュールの温度Ｔ
に基づいて加熱モジュールを制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、冬季の積雪時にも発電を継続することが可能な太陽光発電パネル、融雪装
置および太陽光発電パネルの制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る太陽光発電パネル１０の構造例を示す模式断面図である。
【図２】図２（ａ）は加熱モジュール１３の構造例を示す模式断面図であり、図２（ｂ）
は光発電モジュール１５の構造例を示す模式断面図であり、図２（ｃ）は表面保護層１８
の構造例を示す模式断面図である。
【図３】加熱モジュール１３の構造例を示す図であり、図３（ａ）は平面図であり、図３
（ｂ）は側面図である。
【図４】光発電モジュール１５の構造例を示す図であり、図４（ａ）は平面図であり、図
４（ｂ）は側面図である。
【図５】太陽光発電パネル１０に含まれる電気回路の一例を示す図であり、図５（ａ）は
光発電モジュール１５を含む回路図であり、図５（ｂ）は加熱モジュール１３を含む回路
図である。
【図６】太陽光発電パネル１０の制御方法の一例を示すフローチャートである。
【図７】太陽光発電パネル１０およびそれを用いた融雪装置の利用例を模式的に示す図で
あり、図７（ａ）は車両が走行する路面上に配置した例を示し、図７（ｂ）は歩行者が通
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行する歩道面上に配置した例を示し、図７（ｃ）は建造物の屋根に配置した例を示してい
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。各図面に示され
る同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付すものとし、適宜重複し
た説明は省略する。図１は、本実施形態に係る太陽光発電パネル１０の構造例を示す模式
断面図である。図２（ａ）は加熱モジュール１３の構造例を示す模式断面図であり、図２
（ｂ）は光発電モジュール１５の構造例を示す模式断面図であり、図２（ｃ）は表面保護
層１８の構造例を示す模式断面図である。
【００２２】
　図１に示すように、太陽光発電パネル１０は、断熱材層１１上に、接着剤層１２と、加
熱モジュール１３と、接着剤層１４と、光発電モジュール１５と、接着剤層１６と、透光
性支持部材１７と、表面保護層１８が積層された構造を有している。以下の説明において
、透光性とは全ての波長範囲の光を透過することを意味せず、発電に必要な光の波長を良
好に透過することを意味している。例えば、可視光の一部を遮り着色されたように視認さ
れるが、赤外光や赤色光を良好に透過するようなものであってもよい。
【００２３】
　断熱材層１１は、熱伝導率の低い材料で構成された層であり、加熱モジュール１３で発
生した熱が太陽光発電パネル１０の裏面側から放熱されることを抑制する。断熱材層１１
を構成する材料は限定されないが、軽量で耐久性が高いものが好ましく、例えばグラスウ
ールやウレタンフォームなどの繊維系断熱材や発泡プラスチック系断熱材等を用いること
ができる。断熱材層１１の厚みは、加熱モジュール１３の熱を良好に遮るとともに、歩行
者や車両の通行に耐えうるように、１０ｍｍ以上の厚みを有することが好ましい。
【００２４】
　接着剤層１２は、断熱材層１１の表面上に塗布された接着剤の層であり、加熱モジュー
ル１３を断熱材層１１上に固定するための部材である。接着剤層１２を構成する材料とし
ては、電気的絶縁性を有し施工が容易な樹脂製材料を用いることが好ましく、例えばエポ
キシ樹脂を用いることができる。接着剤層１２の厚みは、断熱材層１１と加熱モジュール
１３を強固に接着して機械的強度を確保する必要があるため、１μｍ～１０ｍｍの範囲が
好ましく、より好ましくは５μｍ～５ｍｍの範囲である。
【００２５】
　加熱モジュール１３は、電気エネルギーを熱エネルギーに変換する部分であり、接着剤
層１２により断熱材層１１の上面に固定される。また、加熱モジュール１３は外部から電
流が供給される電気配線を備えており（図示省略）、外部から供給された電流が電気抵抗
によって消費されて加熱モジュール１３が発熱する。加熱モジュール１３の構造は限定さ
れないが、太陽光発電パネル１０を路面等に敷設して、車両や歩行者が太陽光発電パネル
１０上を通行する場合には、可撓性を有する材料と構造を用いることが好ましい。
【００２６】
　可撓性を有する加熱モジュール１３の構造としては、例えば図２（ａ）に模式断面図で
示すように、発熱層１３ａの両面を封止材１３ｂ，１３ｃで被覆したものが挙げられる。
発熱層１３ａは、電気抵抗値が高い材料で構成されており、例えばカーボンナノファイバ
ーやニッケルクロム系材料、鉄クロム系材料などを用いることができる。封止材１３ｂ，
１３ｃは電気的絶縁性を有し、発熱層１３ａの表裏面および側面を封止して発熱層１３ａ
への水分や空気の侵入を防止する部材である。封止材１３ｂ，１３ｃを構成する材料とし
ては、例えばシリコーン樹脂やエポキシ樹脂を用いることができる。発熱層１３ａは、加
熱モジュール１３の略全域にわたってシート状に形成されることが好ましいが、網目状に
形成するとしてもよい。
【００２７】
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　接着剤層１４は、加熱モジュール１３の表面上に塗布された接着剤の層であり、光発電
モジュール１５を加熱モジュール１３上に固定するための部材である。接着剤層１４を構
成する材料としては、電気的絶縁性を有し施工が容易な樹脂製材料を用いることが好まし
く、例えばエポキシ樹脂を用いることができる。接着剤層１４の厚みは、加熱モジュール
１３と光発電モジュール１５を強固に接着して機械的強度を確保する必要があるため、１
μｍ～１０ｍｍの範囲が好ましく、より好ましくは５μｍ～５ｍｍの範囲である。
【００２８】
　光発電モジュール１５は、光入射面と裏面を有して光入射面側に入射した光を電気エネ
ルギーに変換する部材であり、裏面側が接着剤層１２により加熱モジュール１３に固定さ
れる。また、光発電モジュール１５は発電により生じた電流を外部に取り出す電気配線を
備えており（図示省略）、電気配線は太陽光発電パネル１０の外部にまで延長されている
。光発電モジュール１５の構造は限定されないが、太陽光発電パネル１０を路面等に敷設
して、車両や歩行者が太陽光発電パネル１０上を通行する場合には、可撓性を有する材料
と構造を用いることが好ましい。
【００２９】
　可撓性を有する光発電モジュール１５の構造としては、例えば図２（ｂ）に模式断面図
で示すように、発電セル１５ａの両面を封止材１５ｂ，１５ｃで被覆したものが挙げられ
る。発電セル１５ａは、光を電気に変換する半導体材料と配線層により構成された部材で
あり、複数領域に形成された半導体材料を配線層で直列および／または並列に接続した構
造を有している。発電セル１５ａの具体的な材料は限定されず、単結晶シリコン、多結晶
シリコン、アモルファスシリコン、微結晶シリコン、ペロブスカイト結晶、化合物半導体
、有機半導体等を用いることができる。また、発電セル１５ａの構造として、多接合型（
タンデム型）や量子ドット型等の構造を用いてもよい。封止材１５ｂ，１５ｃは、透光性
と電気的絶縁性を有し、発電セル１５ａの表裏面および側面を封止して発電セル１５ａへ
の水分や空気の侵入を防止する部材である。封止材１５ｂ，１５ｃを構成する材料として
は、例えばシリコーン樹脂やエポキシ樹脂を用いることができる。光発電モジュール１５
に可撓性をもたせるためには、発電セル１５ａとしてアモルファスシリコンを用い、封止
材１５ｂ，１５ｃとしてシリコーン樹脂を用いることが好ましい。
【００３０】
　接着剤層１６は、光発電モジュール１５の光入射面上に塗布された接着剤の層であり、
光発電モジュール１５と透光性支持部材１７を接着するための部材である。接着剤層１６
を構成する材料としては、光を透過し電気的絶縁性を有するものであれば特に限定されず
、例えばエポキシ樹脂を用いることができる。接着剤層１６の厚みは、光発電モジュール
１５と透光性支持部材１７を強固に接着して機械的強度を確保する必要があるため、１μ
ｍ～１０ｍｍの範囲が好ましく、より好ましくは５μｍ～５ｍｍの範囲である。
【００３１】
　透光性支持部材１７は、透光性を有する略平板状の部材であり、裏面側が接着剤層１６
により光発電モジュール１５の光入射面に固定され、光発電モジュール１５を支持して剛
性を確保する。透光性支持部材１７を構成する材料は限定されず、公知の樹脂やガラスを
用いることができ、エポキシ樹脂やアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂等が挙げられる
。太陽光発電パネル１０を路面等に敷設して、車両や歩行者が太陽光発電パネル１０上を
通行する場合には、耐候性や耐久性、耐衝撃性の観点から透光性支持部材１７としてポリ
カーボネート樹脂を用いることが好ましい。また、透光性支持部材１７の厚みは、機械的
強度を確保するために０．５～１０ｍｍ程度の厚みを有することが好ましく、１～８ｍｍ
程度の厚みを有することがさらに好ましい。
【００３２】
　表面保護層１８は、透光性支持部材１７の表面側に形成された透光性を有する層であり
、太陽光発電パネル１０の最表面で光入射面を構成する層である。表面保護層１８は、図
２（ｃ）に示すように母材樹脂１８ａに微粒子１８ｂが混入された構造を有しており、微
粒子１８ｂの少なくとも一部は母材樹脂１８ａの表面に露出されている。母材樹脂１８ａ
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を構成する材料としては、透光性、耐久性、耐候性、耐油性が良好なものが好ましく、例
えばエポキシ樹脂を用いることができる。微粒子１８ｂは、光を散乱する材料と粒径で構
成されており、公知のガラスやセラミック等を用いることができる。表面保護層１８に微
粒子１８ｂが含まれており、少なくとも一部が母材樹脂１８ａの表面に露出されているた
め、太陽光発電パネル１０を道路上に敷設して車両や歩行者が通行する場合には適切な摩
擦係数を実現することができる。
【００３３】
　図１では、加熱モジュール１３、光発電モジュール１５および接着剤層１４，１６が同
じ面積で形成された例を示しているが、加熱モジュール１３と光発電モジュール１５の面
積を断熱材層１１よりも小さくし、光発電モジュール１５の側面を含む周縁部を接着剤層
１４，１６で覆うとしてもよい。光発電モジュール１５の側面部を接着剤層１４，１６で
覆うことで、太陽光発電パネル１０全体の接着をより強固にすることができ、光発電モジ
ュール１５を密封して水分の侵入を防止することもできる。
【００３４】
　図３は、加熱モジュール１３の構造例を示す図であり、図３（ａ）は平面図であり、図
３（ｂ）は側面図である。図３（ａ）に示すように、加熱モジュール１３は２つの領域に
分離して形成されており、それぞれの領域において発熱層１３ａ、封止材１３ｂ，１３ｃ
、端子部１３ｄ、電気配線１３ｅ、加熱制御部１３ｆを備えている。図３（ａ）において
端子部１３ｄから伸びる一点鎖線は、封止材１３ｂ，１３ｃ内に形成された配線層を示し
ている。図３（ａ）では２つの領域に分離された加熱モジュール１３の例を示したが、大
面積の１つの領域で構成してもよく、さらに多数の領域に分離されていてもよい。
【００３５】
　端子部１３ｄは、外部から接続された電気配線１３ｅが接続されるとともに、配線層と
電気的に接続され、配線層を介して発熱層１３ａに電流を供給する。図３で示した例では
、端子部１３ｄも封止材１３ｂ，１３ｃ内に収容されている。電気配線１３ｅは、端子部
１３ｄに電気的に接続されるとともに、封止材１３ｂ，１３ｃの外側に引き出されて、太
陽光発電パネル１０の外部にまで延伸されている。電気配線１３ｅの端子部１３ｄとは反
対側の端部は、太陽光発電パネル１０の外部に設けられた二次電池や負荷に接続されてい
る。
【００３６】
　加熱制御部１３ｆは、加熱モジュール１３上に配置されて光発電モジュール１５の温度
Ｔを測定するとともに、測定した温度Ｔに基づいて加熱モジュール１３を制御する部分で
ある。加熱制御部１３ｆは、図示しない配線層等によって発熱層１３ａや電気配線１３ｅ
と電気的に接続されており、加熱モジュール１３の電気回路に含まれている。加熱制御部
１３ｆの例としては、サーモスタットや温度センサを加熱モジュール１３と光発電モジュ
ール１５の間に配置したものが挙げられる。
【００３７】
　図４は、光発電モジュール１５の構造例を示す図であり、図４（ａ）は平面図であり、
図４（ｂ）は側面図である。図４（ａ）に示すように、光発電モジュール１５は、発電セ
ル１５ａと、封止材１５ｂ，１５ｃと、端子部１５ｄと、電気配線１５ｅを備えている。
端子部１５ｄには電気配線１５ｅが接続されており、発電セル１５ａと端子部１５ｄとは
図示しない配線層で電気的に接続されている。図４（ａ）では、端子部１５ｄを光発電モ
ジュール１５の中央に配置した例を示しているが、端子部１５ｄを縁部近傍に配置すると
してもよい。
【００３８】
　図５は、太陽光発電パネル１０に含まれる電気回路の一例を示す図であり、図５（ａ）
は光発電モジュール１５を含む回路図であり、図５（ｂ）は加熱モジュール１３を含む回
路図である。光発電モジュール１５では、発電セル１５ａは逆流防止ダイオード１５ｆお
よび外部に設けられた二次電池Ｂに接続されている。加熱モジュール１３では、発熱層１
３ａは端子部１３ｄを介して外部に接続されており、端子部１３ｄと発熱層１３ａの間に
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は加熱制御部１３ｆとしてサーモスタットが接続されている。加熱モジュール１３の端子
部１３ｄは、電気配線１３ｅによって外部回路に接続されており、外部から電流が供給さ
れる。加熱モジュール１３に電流を供給する電源としては、光発電モジュール１５によっ
て発電した電力を貯蔵する二次電池Ｂを用いることが好ましい。二次電池Ｂの材料や構造
は限定されないが、例えばリチウムイオン電池や全固体電池等を用いることができる。
【００３９】
　図５（ｂ）では加熱モジュール１３としてサーモスタットを用いた例を示したが、温度
センサとマイクロコンピュータを用いて、予め設定した温度範囲で加熱モジュール１３に
供給される電流値を制御するとしてもよい。また、加熱モジュール１３への電流制御とし
て、単純なオン／オフの切り替えではなく、電流値のＰＷＭ（Ｐｕｌｔｈ　Ｗｉｄｔｈ　
Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御で間欠的に電流を供給するとしてもよい。また、回路中に電
流の通電と遮断を切り替えるスイッチを接続しておき、積雪の可能性が低い場合には加熱
モジュール１３による発熱を強制的にオフにする構成としてもよい。
【００４０】
　本実施形態の太陽光発電パネル１０では、表面保護層１８に入射した光は微粒子１８ｂ
で一部が散乱されながら母材樹脂１８ａ、透光性支持部材１７、接着剤層１６を透過して
光発電モジュール１５に入射する。光発電モジュール１５では、入射した光を電気エネル
ギーに変換して、電気配線１５ｅを介して外部に電力を供給する。太陽光発電パネル１０
の外部には、公知の二次電池Ｂが設けられており太陽光発電パネル１０で発電された電力
は二次電池Ｂに貯蔵される。二次電池Ｂは、出力部に外部回路等を接続され、外部回路に
対して電力を供給して駆動することができる。
【００４１】
　また、二次電池Ｂの出力部に加熱モジュール１３を接続することで、光発電モジュール
１５で発電した電力を一時的に二次電池Ｂに貯蔵しておき、二次電池Ｂに蓄えられた電力
を消費して加熱モジュール１３を駆動することができる。図５（ｂ）に示した例では、加
熱制御部１３ｆとしてサーモスタットを用いており、予め定めた閾値温度で発熱層１３ａ
への電流供給がオン／オフ制御される。一例としては、光発電モジュール１５の温度Ｔが
２０℃未満でオン制御して発熱層１３ａに電流を供給して加熱を行い、３０℃以上ではオ
フ制御して発熱層１３ａへの電流を停止する。
【００４２】
　加熱制御部１３ｆによる電流制御によって、光発電モジュール１５の温度を２０℃～３
０℃の範囲に保つことで、外気温が氷点下まで下がった環境においても、表面保護層１８
の表面温度を５℃～１０℃程度に保つことができる。したがって、表面保護層１８上に降
雪があっても表面保護層１８の温度によって融雪でき、太陽光発電パネル１０上への着雪
や積雪、凍結を防止することができる。これにより、太陽光発電パネル１０への光入射が
継続されるため、光発電モジュール１５による発電および二次電池Ｂの充電が継続される
。
【００４３】
　また、加熱制御部１３ｆによる加熱モジュール１３の駆動制御で光発電モジュール１５
の温度が２０℃～３０℃の範囲に保たれていることで、発電セル１５ａの温度も２０℃～
３０℃の範囲に保たれ、加熱のしすぎによる温度上昇を抑制できる。これにより、発電セ
ル１５ａの温度変化に伴う発電効率低下を抑制して、光発電モジュール１５での発電を安
定化することができる。また、外気温の上昇や発電時の発熱、太陽光照射等によって光発
電モジュール１５の温度が上昇した場合には、加熱モジュール１３への電流供給が停止さ
れるため、二次電池Ｂに貯蔵された電力消費を抑制することができる。
【００４４】
　また、加熱モジュール１３の光発電モジュール１５とは反対側には、断熱材層１１が配
置されているため、加熱モジュール１３や光発電モジュール１５で生じた熱が太陽光発電
パネル１０の裏面側から放熱することを抑制することができる。これにより、光発電モジ
ュール１５と表面保護層１８の温度制御によって加熱モジュール１３で消費されるエネル
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ギーを抑制して、二次電池Ｂに貯蔵された電力消費を抑制することができる。
【００４５】
　また、二次電池Ｂを太陽光発電パネル１０の近傍に配置することで、二次電池Ｂを独立
電源として用いることも可能である。これにより、商用の電線が敷設されていない領域や
遠隔地、定期メンテナンスが困難な地域等においても太陽光発電と電力の供給を継続する
ことが可能となる。また、二次電池Ｂを交換可能としておくことで、二次電池Ｂの充電が
完了した場合には未充電の二次電池Ｂと入れ替えて貯蔵可能な電力総量を増加させること
もできる。また、別地域で商用電源等を用いて別途充電した二次電池Ｂに入れ替えて、加
熱モジュール１３による融雪機能を継続させることもできる。ここで、二次電池Ｂの配置
位置は、太陽光発電パネル１０の近傍における地中に埋設するとしてもよい。
【００４６】
　上述したように、本実施形態の太陽光発電パネル１０では、光入射面に照射された光を
電力に変換する光発電モジュール１５と、電気エネルギーを熱エネルギーに変換する加熱
モジュール１３を備え、加熱モジュール１３は光発電モジュール１５の光入射面とは反対
側に配置されている。これにより、太陽光発電パネル１０の表面温度が氷点下にならない
ように加熱モジュール１３で加熱を行い、表面に付着した雪を溶かすことができるため、
冬季の積雪時にも発電を継続することが可能となる。
【００４７】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第１実施形態と重複する内容は説明を
省略する。第１実施形態では、加熱制御部１３ｆとしてサーモスタットを用いたが、本実
施形態では、温度センサとマイクロコンピュータを組み合わせて加熱制御部１３ｆを構成
した例について説明する。マイクロコンピュータは、予め記録媒体に記録されたプログラ
ムによって動作し、温度センサが取得した温度Ｔの情報に基づいて、加熱モジュール１３
および光発電モジュール１５の駆動を制御する。
【００４８】
　図６は、太陽光発電パネル１０の制御方法の一例を示すフローチャートである。はじめ
にステップＳ１では、加熱制御部１３ｆは温度センサを用いて光発電モジュール１５の温
度Ｔを測定して、マイクロコンピュータに温度情報を伝達する。次にステップＳ２では、
マイクロコンピュータはプログラムにしたがって温度Ｔに基づいて加熱モジュール１３の
加熱方針を決定する。
【００４９】
　次にステップＳ３では、前のステップＳ２で決定された加熱方針に従って、加熱モジュ
ール１３の駆動が制御される。一例としては、光発電モジュール１５の温度Ｔが２０℃未
満でオン制御して発熱層１３ａに電流を供給して加熱を行い、３０℃以上ではオフ制御し
て発熱層１３ａへの電流を停止する。他の例としては、光発電モジュール１５の温度Ｔが
２５℃となるように発熱層１３ａへの電流供給をフィードバック制御する。次に、ステッ
プＳ４では、光発電モジュール１５で発電した電力を二次電池Ｂに充電する動作を決定し
て充電制御を行う。その後、再びステップＳ１に戻り同様の制御を繰り返す。
【００５０】
　本実施形態の太陽光発電パネル１０でも、太陽光発電パネル１０の表面温度が氷点下に
ならないように加熱モジュール１３で加熱を行い、表面に付着した雪を溶かすことができ
るため、冬季の積雪時にも発電を継続することが可能となる。加熱制御部１３ｆとして温
度センサとマイクロコンピュータの組み合わせを用いることで、より詳細に光発電モジュ
ール１５と表面保護層１８の温度調整をすることができ、効率的な融雪と二次電池Ｂの電
力消費抑制を図ることが可能となる。
【００５１】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。第１実施形態と重複する内容は説明を
省略する。第１実施形態では、断熱材層１１と加熱モジュール１３を接着剤層１２で固定
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した例を示したが、断熱材層１１と加熱モジュール１３との間の接着剤層１２を省略して
、断熱材層１１を太陽光発電パネル１０と別体としてもよい。
【００５２】
　断熱材層１１は、比較的柔らかい材料や構造を有しているため、その上に配置された加
熱モジュール１３、光発電モジュール１５、透光性支持部材１７および表面保護層１８の
荷重が加わることで劣化が進みやすく、断熱効果が低下する傾向にある。特に、太陽光発
電パネル１０を道路や歩道に配置して、車両や歩行者が通行する場合には機械的な負荷が
かかりやすく、劣化が進行しやすい。したがって、断熱材層１１を太陽光発電パネル１０
とは別体とすることで、劣化した断熱材層１１のみを交換することができ、加熱モジュー
ル１３からの放熱防止効果を維持することができる。ここで、本実施形態のように断熱材
層１１を太陽光発電パネル１０とは別体として、断熱材層１１上に加熱モジュール１３を
載置するだけでも、断熱材層１１による断熱の効果は十分に得られる。
【００５３】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。第１実施形態と重複する内容は説明を
省略する。図７は、太陽光発電パネル１０およびそれを用いた融雪装置の利用例を模式的
に示す図であり、図７（ａ）は車両が走行する路面上に配置した例を示し、図７（ｂ）は
歩行者が通行する歩道面上に配置した例を示し、図７（ｃ）は建造物の屋根に配置した例
を示している。図７では、間隔を空けて複数の太陽光発電パネル１０を配置した例を示し
ているが、複数の太陽光発電パネル１０を隣接させて配置するとしてもよい。
【００５４】
　本発明の太陽光発電パネル１０およびそれを用いた融雪装置では、図７（ａ）に示した
ように車道２０上に太陽光発電パネル１０を配置し、太陽光発電パネル１０上を車両３０
が走行することも可能である。また、図７（ｂ）に示したように歩道４０上に太陽光発電
パネル１０を配置し、太陽光発電パネル１０上を歩行者５０が通行することも可能である
。
【００５５】
　上述したように加熱モジュール１３と光発電モジュール１５として可撓性を有する構造
を用いることで、太陽光発電パネル１０上を車両３０や歩行者５０が通行しても、光発電
モジュール１５が破損せず発電を継続することができる。また、表面保護層１８には微粒
子１８ｂが混入されており、微粒子１８ｂの少なくとも一部は母材樹脂１８ａの表面に露
出されているため、適切な摩擦係数を確保してスリップを防止することができる。
【００５６】
　また、加熱モジュール１３で光発電モジュール１５を加熱することで、太陽光発電パネ
ル１０は融雪装置としても機能するため、太陽光発電パネル１０を配置した領域への積雪
を防止して発電を継続することができる。また、二次電池Ｂへの充電と二次電池Ｂからの
電力供給による発熱を利用することで、独立電源により融雪装置を継続使用することもで
き、遠隔地や山間部、橋梁上、駅のホームなど、除雪作業に要する労力を低減するととも
に、積雪や着氷を防止して通行の安全性を高めることもできる。
【００５７】
　また、図７（ｃ）に示したように、建造物の屋根６０上に太陽光発電パネル１０を配置
することも可能である。この場合にも、加熱モジュール１３を用いて太陽光発電パネル１
０上への積雪を防止して発電を継続することができる。これにより、屋根の雪下ろし作業
を行わずとも発電を継続することができ、雪下ろし作業を軽減することもできる。また、
豪雪地帯のように冬季の太陽光発電が困難な地域においても、本発明の太陽光発電パネル
１０では発電を継続することが可能である。
【００５８】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
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【符号の説明】
【００５９】
１０…太陽光発電パネル
１１…断熱材層
１２，１４，１６…接着剤層
１３…加熱モジュール
１３ａ…発熱層
１３ｂ，１３ｃ，１５ｂ，１５ｃ…封止材
１３ｄ，１５ｄ…端子部
１３ｅ，１５ｅ…電気配線
１３ｆ…加熱制御部
１５…光発電モジュール
１５ａ…発電セル
１５ｆ…逆流防止ダイオード
１７…透光性支持部材
１８…表面保護層
１８ａ…母材樹脂
１８ｂ…微粒子
２０…車道
３０…車両
４０…歩道
５０…歩行者
６０…屋根
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